
１１１１　　　　現現現現　　　　状状状状

　　　　　(１)　職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ
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※「平均給料月額」とは、19年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　(２)　職種ごとの年齢別職員数

※その他の内訳：道路維持2人、保育園調理員2人、病院等調理員11人、病院看護助手7人、老健施設介護士等11人・計33人

　(３)　その他の給与に関する事項

ア、給料表

　　　行政職給料表を適用（国の行政職俸給表（一）１級から４級相当）

イ、特殊勤務手当

　　　その他（介護士）には夜間手当が勤務１回につき２０００円から３２００円を支給

　　　その他（調理員）には調整手当を月３０００円を支給

２２２２　　　　基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えかたえかたえかたえかた

（１）　技能労務職員（その他）給与は、地方公営企業法第３８条に基づき支給する。（以下条文）

　①企業職員の給与は、給料及び手当とする。

　②企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職

　　員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。

　③企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該

　　地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。　

公　務　員 民　　　間

技能労務職員等技能労務職員等技能労務職員等技能労務職員等のののの給与等給与等給与等給与等のののの見直見直見直見直しにしにしにしに向向向向けたけたけたけた取組方針取組方針取組方針取組方針
平成20年4月

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な　　　　　 

　どの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用。（平成16～18年の３ヶ年平均）
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※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致して
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（２）　第四次行財政改革大綱推進プログラムの推進。

3 3 3 3 具体的具体的具体的具体的なななな取組内容取組内容取組内容取組内容

　（１）　平成１６年度からの取組。

　　　・　職員の退職に伴う不補充の実施。（継続）

　（２）　平成１８年度に次の取組をしました。

　　　・　給与構造改革により給料を平均4.8％程度引き下げました。（経過措置あり）

　　　・　退職時特別昇給の廃止。

　　　・　満５５歳を超える職員の昇給抑制。

　（３）　平成１９年度に次の取組をしました。

　　　・　保育園給食業務の１園減（保育園廃園に伴うもの）

　　　・　学校給食業務検討委員会からの答申（今後の取組）

　（４）　職員数の変動 (退職者不補充の推進状況）

※「指数」は平成10年度の職員数を100とした場合の指数です。

　（５）　今後の取組

　「辰野町第四次行財政改革大綱推進プログラム（集中改革プラン）」に基づき次のとおり各業務の見直しを実施し、

　引き続き、退職者の不補充により職員の削減を推進します。

ア、小・中学校の給食業務の集中化及び民間委託への見直し。　<●平成２１年度目標>

　　なお、学校給食業務検討委員会により　①調理業務の民間委託　②調理員の臨時職員化が答申されています。

イ、保育園の給食業務の集中化及び民間委託への見直し。　<●平成２１年度目標>

ウ、辰野病院及び福寿苑の給食業務委託拡大。　<●平成２１年度目標>

エ、小・中学校の用務員のセンター化及び民間委託への見直し。　<●平成２１年度目標>

オ、指定管理制度導入の検討。　<●平成２１年度目標>

カ、特殊勤務手当の見直し。　<●平成２０年度目標>
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